
喜多方市学校給食調理業務の一部民間委託について 

喜多方市教育委員会学校教育課 

１ 一部民間委託の内容について 

  喜 多 方 市 学 校 給 食 の 業 務 

市直営を継続する内容       一部民間委託の内容 

                   

喜多方市全体の給食数                                                                  

                                                                                   

                  

             

                      

                        

 

・委託後も現在の調理場（センター・学校 

調理施設）で現在と同様に給食を作ります。 

調理業務の一部民間委託に伴い、給食の安全安心や食育等、給食の質の低下及び給食費

の変更等保護者負担に変更が生じることはありません。給食費納入についても現在の体制

と同様で変更はありません。 

 

２ 一部民間委託後の地区（小・中学校）の調査結果から 

 （１）調査時期 平成２８年２月上旬 

（２）調査対象 塩川小・中、山都小・中、高郷小・中（校長、栄養士、児童・生徒） 

（３）調査結果 

①児童・生徒 

 ・給食の味は全体で８割以上がおいしいと答えており、委託導入後も給食の質は維持でき 

たと考える。昨年度の給食は、「リクエスト献立で食べたい献立を食べられた。」「日本各 

地の郷土料理や各国の伝統料理等でいろんな献立が出た。」等、大半がよかったと回答。 

②校長 

  ・民間委託を導入しても学校給食の調理に支障をきたすことなく問題ないと評価している。

調理員は職場の教職員や児童・生徒への挨拶や声かけができており好ましい状況であった。 

③栄養士 

  ・委託導入後は、業者との連携がスムーズになったことから時間だけでなく心理的にも余

裕が生まれ、予定時間内での作業終了、業務内容の改善や緊急時の対応ができてきた。業

者が栄養士の要望にすばやい対応ができている。また職場内が整理整頓されて職場環境が

よくなった等業者が誠意をもって業務にあたっていることが確認できた。 

（４）調査結果まとめ  

○調理業務を委託したことで不安視されていたことに、「給食の安全や給食の味」、「体制の

変更による混雑化」等が挙げられるが、これまでの調査結果や各校校長や栄養士からの直接

の意見等から、これまでの水準を下げることなく給食を提供できたと考えられる。 

今までどおり県栄養士・学校・市職員が
行う業務 
◇管理部門       
・献立作成，栄養管理 

・アレルギー食対応 

・食材発注(地元食材活用推進) 

・食育指導(学校、栄養士(教諭))          

・食材の放射性物質検査                 

・食材の検収                    

・調理・衛生管理                           

・中間検査、検食              

・支払業務                                    

・学校給食便り発行 

                      

                                         

 

 

業務委託された会社の 
調理員が行う業務 

（学校給食調理業務の内、次の 
一部の業務に限定し委託します。） 
 
◇作業部門 
・調理作業 

・配缶作業 

・食器等洗浄、清掃作業 
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３ 一部民間委託Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ なぜ調理業務を民間委託するのですか？           

喜多方市定員（市職員）適正化計画では、様々な観点から市職員の適正な職員数を計画

していますが、正規調理員においては退職しても代わりの職員を採用しないという「退職

不補充」を基本としています。このため、正規調理員の定年退職等により平成２７年度以

降は正規調理員を１施設に１名配置できない状況になってきております。 

このことから安心・安全な給食を継続するために調理業務の民間委託をするものです。 

Ｑ２ 民間委託になると何が変わるのですか？ 

調理業務のみを民間業者に委託します。具体的には、学校給食の作業行程中、調理、配 

膳、洗浄、清掃、保管の作業を民間の専門業者に委託するものです。 

今まで喜多方市の正規調理員と臨時調理員、パート職員が作業していた業務を民間業者 

    の調理員が代わりに行います。 

しかし、現状の共同調理場、センター、自校調理場の運営体制に変更はなく、市が責任

を持って学校給食の運営を行います。 

Ｑ３ 献立は誰が作成し、食材料はどのように購入するのですか？ 

民間委託するのは調理業務のみなので、献立は今までどおり、県栄養士（栄養教諭）と 

市栄養士による献立作成会議会で決定します。 

食材料の購入についても今までどおり、献立作成会議会で情報を共有するとともに、地 

元農産物の積極的な活用を図り、安心・安全な食材料を選定し、購入します。 

Ｑ４ 給食はどこで作るのですか？ 

今までどおり喜多方学校給食共同調理場で作ります。 

Ｑ５ 調理員の配置人数はどうなるのですか？ 

国が定めている調理員配置基準の人数を最低基準とするとともに、 

従来の職員数と児童・生徒数、アレルギー食対応数等を勘案し適切な人 

材及び人数が配置されるよう、計画書を作成する予定です。 

Ｑ６ どのような業者を選定するのですか？ 

学校給食調理業務の経験が豊かで、衛生管理を徹底し、学校給食を深く理解、子ども達

とのふれあいを大切にする信頼できる業者を選定します。業者選定にあたっては企業姿勢、

学校給食に対する見識、有資格者の保有状況、アレルギー対応の実績、研修並びに巡回指

導等の衛生管理体制状況、事故歴等、詳細に確認したうえで決定します。 

Ｑ７ 食の安全や衛生管理は大丈夫なのですか？  

     教育委員会は、委託業務においても衛生管理の確認を行い、安全で安心な調理業務の実 

施を第一に確保しながら給食を提供します。 

     具体的には、学校給食衛生管理基準（文部科学省）や衛生管理マニュアルを遵守し適正

な業務が行われているか、教育委員会が責任を持って点検・確認し指導するとともに、

市からの調理指示書において、調理作業や配缶作業時の注意事項などを示した上で、業

務を委託します。 

Ｑ８ 学校給食費への影響はありますか？ 

     民間委託後は、市が公費負担している施設運営費などが変わる 

だけですので、学校給食費は変わらず影響はありません。 
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